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平成２８年教育委員会 第３回定例会 

 

○ 日  時 平成２８年３月２４日（木）  １３時３０分 

○ 場  所 教育委員会庁舎３階 第１会議室 

○ 出席委員 林教育長、末永委員、笹谷委員、小澤委員、荒田委員 

○ 欠席委員 なし 

○ 出席職員 教育部長、教育部次長、教育部副参事、指導室長、指導室主幹、教育部主幹（適正配置

担当）、教育総務課長、施設管理課長、学校教育課長、生涯学習課長、生涯スポーツ課

長、図書館長、総合博物館長、美術館副館長、教育総務課総務係長 

○ 傍 聴 人 なし 

○ 開  会 １３時３０分  閉  会 １５時５０分 

 

（教育長から、教育委員会の組織改編に関する案件のため、議案第８号、議案第９号を先に審議した後、

議案第１号から議案第３号について一括審議としたい旨発言、全委員が了承する。） 

 

議 案  第８号 市立小樽図書館条例施行規則の一部を改正する規則案 

   ・事務局説明 

      市立小樽図書館条例施行規則の一部を改正する規則案について、図書館に副館長を配置す

ることができるようにするほか、所要の改正を行うための改正案である旨の説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

    ① 副館長が増えることで図書館の業務がどう改善されるのか、との質問。 

    ② 副館長が増えることで図書館の職員数が減ることはないのか、との質問。 

    ③ 図書館が創立１００周年を迎えることも背景にあるのか、との質問。 

    ④ 図書館の専門職は資格があるのか、との質問。 

   ・事務局答弁 

① 新しい館長は非常勤で、外部から招聘し、見識・知識を生かして図書館活動が活性化され

る効果が見込まれるが、管理職が必要なため副館長を置く旨、答弁。 

② 人数の増減はない旨、答弁。 

③ 記念行事に関しても館長の見識・知識を反映し、行事を盛大に展開していきたい旨、答弁。 

④ （教育長から）司書の資格が必要であり、今回は司書の資格を持つ方を招聘する旨、答弁。 

・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第９号 市立小樽美術館条例施行規則の一部を改正する規則案 

   ・事務局説明 

      市立小樽美術館条例施行規則の一部を改正する規則案について、美術館に主幹を配置する

ことができるようにするほか、所要の改正を行うものである旨の説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

    ① 今回の変更の背景と人数の増減について質問。 

② 主査が主幹となることで、主査は新たに配置されるのか、との質問。 
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   ・事務局答弁 

① 美術館の質を高めるため、より大きな責任を持つ管理職として、現在いる専門職の主査を

主幹とするもので、人数は変わらない旨、答弁。 

② 今のところその予定はない旨、答弁。 

・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第１号 小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則案 

議 案  第２号 小樽市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令案 

議 案  第３号 小樽市教育委員会文書規程の一部を改正する訓令案 

   ・事務局説明 

   議案第１号から第３号の規則・訓令改正案について、いずれも教育委員会の組織改編に関

するものである旨の説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

今回の組織改編により学校教育支援室長が幅広い業務を担うことについて質問。 

・事務局答弁 

従来業務は学務担当主幹、指導担当主幹を中心に行うため、むしろ指揮命令に専念できる

ものと考えている旨、答弁。 

     （教育長から）指導室の業務が増えている中で、事務的な部分を教育推進グループがサポー

トし、一体感のある推進体制としたものである旨、補足。 

   ・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第４号 小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する訓令の一部を改正する訓令案 

   ・事務局説明 

      小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する訓令の一部を改正する訓令案について、小

樽市職員給与条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである旨の説明を行う。 

   ・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第５号 小樽市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

   ・事務局説明 

  小樽市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案について、北手宮小学校、手宮西小学

校、手宮小学校、色内小学校及び塩谷中学校の閉校並びに手宮中央小学校の開校に伴う公印

の廃止及び追加を行うとともに、教育委員会事務局の公印の整理を行うものである旨の説明

を行う。 

   ・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第６号 小樽市立学校管理規則の一部を改正する規則案 

   ・事務局説明 

      小樽市立学校管理規則の一部を改正する規則案について、実態に合わせて、学校の表簿に

係る規定を改正するものである旨の説明を行う。 
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   ・全委員一致により決定した。 

 

議 案  第７号 小樽市スポーツ推進委員の委嘱案 

   ・事務局説明 

前委員の辞任に伴う委員の変更のため、新たに委嘱する旨の説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

① 現委員の構成を見ると、所属する団体のスポーツ種目に偏りがあり、もっと分散してもよ

いのではないか、との質問。 

    ② 状況については理解したが、今後は様々な種目の所属団体で委員が構成されるよう配慮し

てほしい、との要望。 

   ・事務局答弁 

① 小樽体育協会を通して各競技団体に照会しているが、委員を引き受けてもらえる人が少な

い状況であること、また、委員の得意なスポーツを広めるのではなく、市民の健康増進につ

いて熱心に取り組んでもらえることに主眼を置いている旨、答弁。 

② 今後は様々な団体から推薦されるよう体育協会と相談し、配慮していきたい旨、答弁。 

・全委員一致により決定した。 

 

報 告  第１号 平成２７年度小樽市学校教育推進計画「２３の指針」の取組状況について 

   ・事務局説明 

平成２７年度小樽市学校教育推進計画「２３の指針」の取組状況について、各学校が年度

当初に設定した数値目標に対する達成状況について説明する。 

   ・委員意見、質問 

① 教員の「研修会への参加状況」の達成率について質問。 

    ② 研修会への参加状況を客観性のある評価で示し、前年度と比べ向上しているかがわかるよ

うにしてほしい旨、要望。 

    ③ 学校の実情に応じて定めた目標にもかかわらず、達成率が５割未満なのは目標の立て方に

問題があるので、しっかりと意識を持って立ててほしい旨、要望。 

④ 常々、目標を意識して取り組んでほしい旨、要望。 

    ⑤ 「読書活動の推進」の達成率が５割未満となった学校の設定目標について質問。 

    ⑥ 各学校がＰＤＣＡサイクルにより問題点の改善を図っているのか、また、指導室として各

学校に助言しているのか質問。 

    ⑦ 昨年度と比べ達成率に大きく増減がある要因について質問。 

   ・事務局答弁 

① 各学校が設定した目標に対しての達成状況であり、市教委は共通目標を示していない。今

年度は、各種研修会等への参加状況について各校の状況を取りまとめているところである旨、

答弁。 

② 各種研修会等への出席状況を集計したものを４月の定例会で示したい旨、答弁。 

③ 学校には達成可能な目標を設定するよう今後とも指導していく旨、答弁。 

⑤ 当該校の目標は、読書指導に関わる研修会へ５０％以上の参加である旨、答弁。 
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⑥ 学校訪問で個別に改善点を指導している旨、答弁。 

      「２３の指針」の前計画である学校教育推進計画２次計画では、同じ目標について評価検

証し、数値化していたが、全ての学校で達成率がほぼ１００％となったため、「２３の指針」

では各学校の状況に合わせ、数値目標設定をした経緯があり、学校によってＰＤＣＡサイク

ルの意識について差があり、今後目標設定の工夫を検討したい旨、補足。 

⑦ 年度により各学校の目標が違うため、要因について一概には言えないが、傾向については

ある程度把握できる旨、答弁。 

   ・全委員が了承した。 

 

報 告  第２号 平成２７年度小樽市小中学校卒業式の状況について 

   ・事務局説明 

平成２７年度小樽市小中学校卒業式の状況について報告を行う。全３８校ともに、国旗を

ステージ正面に掲揚し、国歌の伴奏がピアノ伴奏及び歌詞なしＣＤであった。国歌斉唱の状

況について、全ての教職員・児童が起立して斉唱し、全３８校でしっかり歌唱していた。今

後も引き続き、指導する教職員の歌唱の充実、儀式的行事としてのねらいを踏まえた内容の

充実に取り組んでいきたい旨説明する。 

   ・委員意見、質問 

   ① 教育委員会作成の小学校向け告辞の内容について、まだ習っていない漢字を題材にしない

ほうがよかったのではないか、との意見。 

    ② 中学校での国歌指導について質問。 

   ・事務局答弁 

① 今後、内容には気をつけていきたい旨、答弁。   

② 中学校の学習指導要領に記載はないが、学校独自で行っているところもあり、教育委員会

としては国歌の指導を年間指導計画に入れるよう指導している旨、答弁。 

 ・全委員が了承した。 

 

報 告  第３号 教職員の人事異動について 

   ・事務局説明 

      平成２８年度の教職員の人事異動について、職員の定数の増減、定数加配、再任用や市外

の転出入の状況等について説明を行う。 

   ・全委員が了承した。 

 

報 告  第４号 平成２７年度小樽市青少年スポーツ賞受賞者について 

   ・事務局説明 

      沖津基金青少年スポーツ振興事業委員会の意見を聞き、４名を平成２７年度小樽市青少年

スポーツ賞受賞者と決定した旨、説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

① ダンスは表彰対象種目となっているのか質問。 

    ② 小樽は小学生がダンス留学に来るほど盛んなので、幅広い選考がされるよう、要望。 
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    ③ 当スポーツ賞に関するスポーツの定義について、意見を聞く場面はないのか、との質問。 

   ・事務局答弁 

① スポーツ全般で特に制限はない旨、答弁。 

② 以前、社交ダンスの選手が小樽市文化団体協議会の奨励賞を受賞した経過はあるが、当ス

ポーツ賞では、全国大会がある程度限定されており、今後の課題と考えている旨、答弁。 

③ 沖津基金青少年スポーツ振興事業委員会で協議の場を設けたい旨、答弁。 

・全委員が了承した。 

 

報 告  第５号 小中学校の学校再編について 

   ・事務局説明 

      ２月１８日招集の教育委員会第２回定例会以降に開催した統合協議会等についての報告

を行う。 

      ３月１６日開催の緑小学校・最上小学校・入船小学校「第２回統合協議会」において、各

部会報告の後、校名・校歌・校章に関する部会から、統合校の校名を新しい校名とする方向

で、校名候補選定要領及び応募用紙の提案があり、了承された。 

      ３月７日開催の花園小学校・入船小学校「第２回統合協議会」において、学校づくり部会

報告の後、統合校の校名等について、現在の花園小学校の校名、校歌及び校章を使用すると

いった部会案が、了承された。 

      ３月１０日開催の入船小学校・奥沢小学校・天神小学校「第２回統合協議会」において、

各部会報告の後、学校づくり部会から、新しい学校づくりの考え方について、知・徳・体の

バランスのとれた教育の推進、学校と地域、家庭等が連携した取組み、健やかな体の育成な

どを柱とする、といった部会案が了承された。 

      ３月８日開催の長橋小学校・色内小学校「第５回統合協議会」、３月９日開催の塩谷中学

校・長橋中学校「第４回統合協議会」、３月１５日開催の色内小学校・稲穂小学校「第５回

統合協議会」、３月１７日開催の手宮地区小学校「第１１回統合協議会」において、それぞ

れ統合時の学級規模や統合協議会の開催状況について報告があり、今回で最後の開催となっ

た。 

      ３月３日開催の北山中学校・末広中学校統合協議会「第５回校名・校歌・校章に関する部

会」において、校歌の歌詞及び校章デザインは公募、校歌の作曲は適任者に依頼するといっ

た部会案をまとめ、また３月４日開催の「第７回学校づくり部会」において、統合校の制服

及びジャージについて、関係校の保護者、児童生徒、教職員のアンケート結果などを参考に

協議し、部会案をまとめた。 

      ３月２２日開催の西陵中学校保護者・地域との地区別懇談会、３月２３日開催の松ヶ枝中

学校保護者・地域との地区別懇談会において、商業高校グランドが校舎から離れた位置にあ

ることについての質問や意見、西陵中学校を統合校としたケースを新たに示してほしいとい

う要望などがあった旨、報告する。 

      また、平成２８年度の開校式及び統合の会並びに閉校式の日程について報告する。 

   ・委員意見、質問 

    ① 校名の公募については以前から指摘しているが、公募で一番多かった校名が候補から除か
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れる明確な理由を挙げるよう、要望。 

    ② 一部地域の視点ではなく、小樽全体の視点で判断してもらいたい、との要望。 

    ③ 保護者の出席が１名の統合協議会もあるので、もっと出席者が増えるような取組みをお願

いしたい、との要望。 

   ・事務局答弁 

① 「小樽市立小中学校 学校規模・学校配置 適正化基本計画」には、「統合協議会で話し

合われた内容を尊重する」とあり、統合協議会での校名候補の選定にかかる議論経過も都度

報告していること、校名案の公募については、応募が多いもので決定するものではないと謳

い、統合協議会で十分協議して校名候補を選定している旨、答弁。 

 ・全委員が了承した。 

 

報 告  第６号 平成２８年度小樽市社会教育事業計画について 

   ・事務局説明 

      平成２８年度小樽市社会教育事業計画について、主な事業の説明を行う。 

   ・委員意見、質問 

① 学校支援ボランティア事業は市内全校実施になっていないので、学校に対しもっと情報提

供をするなど活動を周知してほしい旨、要望。 

    ② ふるさと教育推進事業について、市内では能の活動も行われているので、ぜひ、ふるさと

教育の中に位置づけてほしい旨、要望。 

    ③ 総合博物館で実施している学校への出前事業など、学校との連携事業を重点的に行ってほ

しい旨、要望。 

 ・事務局答弁 

① 周知方法についてさらに検討したい旨、答弁。 

② 今年度は無形文化財として３つ挙げたが、今後検討していきたい旨、答弁。 

③ 出前事業は特に力を入れており、また、最近は小学校の遠足も兼ねて博物館に来館するこ

とも増えているが、現場の先生からは来館のためのスクールバスの手配が困難との意見もあ

り、課題解決に向け努力したい旨、答弁。 

   ・全委員が了承した。 

 

その他 

     小樽市議会第１回定例会について 

   ・事務局説明 

   平成２８年小樽市議会第１回定例会について報告する。 

 

     寄附採納について 

   ・事務局説明 

      図書館の図書環境の整備のために１００万円相当の展示用陳列棚等備品５点、新入学児童

へのお祝いと交通安全の願いをこめて１２万円相当の自由帳８５０冊の寄附があったこと

を報告する。 
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（非公開で審議） 

 

議 案  第 10 号 学校職員の処分内申について 

   ・事務局説明 

   学校職員の処分内申について説明を行い、全委員一致により決定した。 

 

（非公開の審議を終了） 


